
1 トナーカートリッジ/ＯＫＩ
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4 令和8年4月1日～令和9年3月31日
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使用中に印字の不具合等が発生した場合において次の項目すべてに該当する

場合には、製品の無償交換または無償修理を行うこと。

・不具合品のトナー残量が10％以上であること。

・不具合品の購入日から１年未満であること。

予 定 数 量 別紙のとおり

契 約 期 間

トナーカートリッジ/ＯＫＩ（単価契約）仕様書

品 名

規 格 別紙のとおり

単価及び予定数量による見積価格総額（税抜）を記入すること。
また、「見積書積算資料」を必ず添付すること。

①トナーカートリッジ等の保証について

見積書記載内容

見 積 決 定 見積価格総額が予定価格の範囲内で最低価格であった者を見積決定業者とする。

留 意 事 項 ・発注は随時となるため、契約業者にはその都度連絡を行う。

・予定購入数量は増減を生じる可能性があるが、過不足の保証は行わない。

・納品場所は、がんセンター２階事務局、地下１階中央倉庫

・発注日から5営業日程度の納品に努めること。


